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新旧対照表（高知県養育費確保支援事業費補助金交付要綱） 
 

新 旧 

高知県養育費確保支援事業費補助金交付要綱 

 

第１条～第４条 （略） 

 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、別記第１号様式に、必要書類を添えて、第３条第１号及び第２号にあっ

ては、公正証書又は調停調書等を作成した日（令和７年４月１日以降に限

る。）、同条第３号にあっては、裁判所に養育費強制執行の申立てが受理され

た日（令和７年４月１日以降に限る。）の属する年度内に知事に提出しなけ

ればならない。 

２ 申請を受理した日が、当該年度の３月１日以降であるときは、翌年度の当

該事業の予算措置がされた場合に限るとの条件を付して、翌年度に申請され

たものとして受理することができる。 

 

第６条～第 14条 （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月２日から施行し、同月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和８年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第 11条及び第 12条の規定は、同

日以降もなおその効力を有する。 

高知県養育費確保支援事業費補助金交付要綱 

 

第１条～第４条 （略） 

 

第５条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、別記第１号様式に、必要書類を添えて、第３条第１号及び第２号にあっ

ては、公正証書又は調停調書等を作成した日（令和６年４月１日以降に限

る。）、同条第３号にあっては、裁判所に養育費強制執行の申立てが受理され

た日（令和６年４月１日以降に限る。）の属する年度内に知事に提出しなけ

ればならない。 

２ 申請を受理した日が、当該年度の３月１日以降であるときは、翌年度の当

該事業の予算措置がされた場合に限るとの条件を付して、翌年度に申請され

たものとして受理することができる。 

 

第６条～第 14条 （略） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月２日から施行し、同月１日から適用する。 

２ この要綱は、令和７年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、第 11条及び第 12条の規定は、同

日以降もなおその効力を有する。 
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新 旧 

 附 則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係）～第５号様式（第 13条関係） （略） 

 

 

 

別表第１（第４条関係）～第５号様式（第 13条関係） （略） 

 


